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 2022年 12月 15 日 

みずほ銀行 国際戦略情報部 

Mizuho Country Focus 
【ポーランド】欧州の「ニアショアリング」の動き  
～ウクライナ危機をチャンスに変えるポーランド～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．危機を背景に欧州で進むサプライチェーンの「ニアショアリング」 

米中対立およびコロナ危機によるサプライチェーン分断を受け機運が高まっていたサプライ

チェーンの再構築の動きが、ロシアのウクライナ侵攻によりさらに加速している。欧州では、コ

ロナ危機によって特に製薬、電子機器分野等におけるサプライチェーンでの中国依存が露

呈したことから、生産拠点を消費地の近くへ移転させるサプライチェーンの「ニアショアリング」

を検討する企業が増えている。 

EU 諸国は多くの産業セクターにおいて中国からの輸入依存率が高く、近年特に中間財の輸

入が増加傾向にあることから、サプライチェーン上のリスクが鮮明となった(図表 1)。さらに

2022 年以降中国が強化している「ゼロコロナ政策」による物流の停滞等の影響を受け、在中

国 EU商工会議所が 2022年 5月に発表した欧州企業への調査では、23％の欧州企業が中

国からの生産拠点移管を検討していると回答している。 

不動産会社 Savills が発表した、サプライチェーン移管先としての魅力ランキング「2022 年ニ

アショアリング指数」には、チェコ、ポーランド等中東欧諸国を含む欧州諸国が多く含まれる

(図表 2)。同指数は、リスクに対するレジリエンス、経済性、ビジネス環境および ESGの 4つの

基準により評価され、従来のオフショアリング指数と比べ、労働コストの低い新興国より政治の

安定性や環境基準の高い先進国が上位に入っていることが特徴的だ。サプライチェーンの

「グローバル化」が「地域化」へ転換することで世界の GDP は 5％低下するとの OECD の試

算(2020 年 6 月)もある一方で、現在の地政学不安定性の高まりによるサプライチェーンリスク

への対応として、「ニアショアリング」による「Just in case」戦略を重視する企業が増えている。 

また、単に生産拠点の消費地近くへの移転のみならず、人権や民主主義等の価値観を
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ショアリング」の動きが加速している。EU 諸国は多くの産業セクターにおいて原材料および中間財輸入の対中

依存率が高いことから、サプライチェーン上のリスクが鮮明となった 
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共有する「同志国」への生産移管を進める「フレンドショアリング」という概念が米国中心に広

がっている。欧州企業がサプライチェーンの「ニアショアリング」および「フレンドショアリング」

を加速するとみられる要因として、EU が推進する人権問題や気候変動への取り組みも影響

している。EU は、サプライチェーン上の「人権」および「環境」分野のデューデリジェンスを企

業に義務付ける「企業持続可能性デューデリジェンス指令」の制定を予定しており（Mizuho 

Country Focus 第 22-8 号を参照1）、対象となる企業は早急な対応が求められている。人権

および環境保護の観点から懸念の高い国・地域からの調達を軽減させる狙いとみられるが、

「ニアショアリング」により環境負荷を低減することは、気候変動対策を成長戦略の柱に据える

EUの政策にも沿った動きといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              （出所）OECD データベース2より、みずほ銀行国際戦略情報部作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1Mizuho Country Focus 第 22-8号：https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/country_focus/pdf/22-09_mcf.pdf 

2https://www.oecd.org/sti/ind/bilateraltradeingoodsbyindustryandend-usecategory.htm 

【図表 1】 EU 主要国の中国からの中間財輸入額

額推移 

 

 

 

 

【図表 2】 Savills による 2022 年ニアショアリング指数 

(出所) Savills の HP より、みずほ銀行国際戦略情報部作成 

 

 

https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/country_focus/pdf/22-09_mcf.pdf
https://www.oecd.org/sti/ind/bilateraltradeingoodsbyindustryandend-usecategory.htm
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2．「ニアショアリング」の候補地として注目されるポーランド 

中東欧諸国には、ドイツ等西欧への輸出拠点としての地理的優位性や比較的安価な労働コ

スト等の魅力から、既に欧州企業のみならず日本企業も多数生産拠点を構えているが、「ニ

アショアリング」の候補地としても注目されている。 

ポーランドは、2021 年の対内直接投資が前年比 83.7％増の 279 億 1,100 万ユーロと 2004

年の EU 加盟以降最高額を更新した(図表 3)。2018年 9月に導入された「新投資支援法3」も

新規投資を後押ししており、投資案件では、電気自動車(EV)電池分野や、ポーランドのエネ

ルギー転換のための再生可能エネルギーや原子力発電などグリーンエネルギー分野が目立

つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、フィイナンシャル・タイムズの FDI専門情報発信会社である fDi Intelligenceによる「2022

年グローバル・フリーゾーン(経済特区)ランキング」では、投資環境や占有率等の基準におい

てポーランドのフリーゾーン 3 つが上位 10 位に選定された(図表 4)。ポーランド政府関係者

によると、ドイツと接する同国西部および南部では労働力や土地の確保が困難になっており、

近年では中部や東部における新規製造拠点の設立が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3ポーランド東部など発展途上地域を含むポーランド全土に投資を呼び込む目的で導入され、特別経済区に限られていた税制優遇制度が全土へ拡大。質的基準・

量的基準を満たす場合、ポーランド適格投資費用の割合に基づき法人税減免額が計算される 

ポーランドへの投

資が急増 

【図表 3】ポーランドの直接投資額推移 

 

（出所）Statista より、みずほ銀行国際戦略情報部作成 

【図表 4】fDi Intelligence による 2022 年グローバル・フリーゾーンランキング

(2022 年)  

（出所）fDi Intelligence HP より、みずほ銀行国際戦略情報部作成 



©2022 株式会社みずほ銀行 

 4 / 6 

 

 

ポーランドの製造業においては、自動車、電気設備、コンピューター・電子機器産業などの

売上高および雇用の占める割合が高い(図表 5)。特に自動車産業では、欧州で需要が高ま

る EV の生産拠点や EV 用リチウム電池製造工場建設への投資が増加している。ポーランド

政府は、研究開発分野や輸送、医薬品・医療機器部門等の戦略分野を対象とした投資優遇

措置を拡充し、革新技術の導入や高付加価値化により生産拠点誘致に向けた競争力向上

をめざしている。 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Polish Economic Institute レポート4より、みずほ銀行国際戦略情報部作成 

 

2022年に入り、ロシアのウクライナ侵攻を受けてポーランドはじめ欧州各国・地域へウクライナ

難民が流入しており5、安全保障の観点からポーランドを含む近隣諸国に対する投資家のリス

ク認識が高まるとみられた。一方で、NATO はポーランドを含む近隣加盟国に対し強固な支

援を表明しており、またウクライナからの難民流入は労働力不足の緩和につながるとプラスに

捉えられ、ロシアやウクライナからポーランドに移転する国際企業も増えている。JETRO が

2022 年 10 月に実施した調査によると、ウクライナの駐在員の避難先としてポーランドが 50％

を占めている。特にポーランド東部でウクライナへの物資供給のため物流セクターの需要が

伸長していること、富裕層も含むウクライナ難民増加が住宅需要を押し上げていることから、

2022年の第 3四半期までの不動産投資は前年比 22％増の 43.1 億ユーロに増加している。 

また、近隣国の ICT 専門技術者や企業のポーランドへの移転を支援する「ビジネス・ハーバ

ープログラム」6により、2020 年末で 2,500 人以上、2021 年上半期で 14,000 人以上の IT 技

術者へ就労ビザを支給しており、ウクライナ紛争の前からポーランドへの人材の流入が加速

していた。 

2022 年 6 月、ポーランドのモラヴィエツキ首相は、ポーランド・ウクライナ間での通関手続き簡

素化やビジネス協力強化等によりポーランドをウクライナと欧州をつなぐハブにする構想を打

ち出した。ポーランド現地では、ポーランドの人口(約 3,800万人)とウクライナの人口(約 4,200

万人)を合体した経済圏に発展させる「38＋42」構想を期待する声もある。 

 

 

                                            
4 https://pie.net.pl/en/china-may-lose-as-much-as-usd-172-billion-annually-due-to-production-delocation/  
5 2022年 10月時点で欧州に約 740 万人のウクライナ難民が流入している 
6 2020年の制度開始当初の対象はベラルーシのみだったが、2021年 7月以降アルメニア、ジョージア、モルドバ、ロシア、ウクライナにも対象を拡大している 

ウクライナ紛争を

うけた「38＋42」

の構想 

 

【図表 5】ポーランドの製造業セクターの概要(2019 年)  

 

https://pie.net.pl/en/china-may-lose-as-much-as-usd-172-billion-annually-due-to-production-delocation/
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ポーランドで注目されているのが、近年の急速な韓国企業のプレゼンス向上だ。ポーランド

投資・貿易庁の支援により、2021 年には 37 ヵ国より総額 35 億ユーロのグリーンフィールド投

資案件があったが、そのうち韓国企業が最大の 19億ユーロを投資し、1,967人の雇用を創出

している7。ポーランドに進出する韓国企業数は 548 社と日本企業の 356 社を既に上回り、

2013 年に両国が戦略パートナーシップを締結してから韓国企業にとってポーランドが投資先

として特に注目されるようになったという。 

ポーランドでは、投資を迅速に決定することで知られる韓国企業からの投資への期待が高く、

ポーランド政府高官のアジア歴訪に際しては、近年では日本より韓国が優先的に訪問される

ようになっている。韓国企業による大型投資としては、LG 化学や SKイノベーション関連会社

による EV用リチウム電池およびセパレーター製造工場設立等が目立つが、近年では韓国企

業のポーランドにおける投資参画分野は多様化している。特に 2022年 10月には韓国水力・

原子力会社(KHNP)による改良型加圧軽水炉(APR1400)建設計画に関する覚書を締結する

など、産業協力の裾野が広がっている(図表６)。ウクライナ紛争によって欧州でロシア産化石

燃料からの脱却が急がれる中、原子力発電建設に積極的なポーランドでの需要を韓国企業

が巧みに取り込んだ形だ。 

また、2020 年には、仁川国際空港が、ワルシャワから 37 キロの場所に建設予定のワルシャワ

新空港事業8における戦略アドバイザー事業を受注しており、2027 年完成を目標に「極東か

ら EUへのゲートウェイ」となることをめざしている。ウクライナ紛争の長期化により、NATOから

ウクライナへの支援提供ハブとしても期待されており、同プロジェクトはポーランドを中心に東

欧経済圏を発展させる「38＋42」構想にも合致する。韓国企業は、EV用電池製造、空港等の

運輸分野、武器輸出等の防衛分野、およびエネルギー転換など、ポーランドにとって戦略的

重要性の高い分野においてプレゼンスを高めているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 ポーランド投資・貿易庁によると、韓国企業は、2002～2022年の間にポーランドで 28,796人の雇用を創出している 
8 空港、鉄道、高速道路、都市開発などを含む複合運送ハブを建設予定。第 1フェーズでは年間 4,500万人の利用を見込む 

韓国のポーランド

への積極的攻勢 

【図表 6】韓国によるポーランドでの主要投資案件・覚書等の概要  

 

（出所）各種報道情報より、みずほ銀行国際戦略情報部作成 

（注）投資案件発表当時の換算レートにて円換算 
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3．最後に～「ニアショアリング」の現実性と課題 

中国からの生産移管の機運は高まるものの、ドイツを中心に欧州では、製薬、電子機器等多

岐にわたる分野の中間財のみならず、レアアース等の重要原材料の中国依存度が高いため、

早急な調達先の切り替えは困難とみられている。ポーランド等の中東欧諸国への「ニアショア

リング」戦略が注目される一方で、原材料については域内での調達が困難であるため中国以

外からの調達を模索することとなる。中国では数十年の間に輸送、通信等含む発達した製造

業インフラが構築されており、特にハイテク産業において、多数の部品供給企業が中国に拠

点を構えていることも、国外への生産移管を困難にしている。また、欧州では、ロシア産化石

燃料からの脱却を進める上で、安定的で安価な電力供給の継続可否も不安要因となるだろ

う。 

11月 4日にドイツのショルツ首相は、シーメンスやドイツ銀行等 12社のドイツ企業幹部9ととも

に訪中した際に、「中国からの『デカップリング』ではなくサプライチェーンの『多様化』をめざ

すべきである」と主張した。欧州企業にとっては、中国の拠点を維持しつつサプライチェーン

の多様化を図る「中国＋1 戦略」が主流になるとの見方が強い。特にコロナ危機で甚大な影

響を受けた製薬業や、鉄鋼や木材、電子機器等を必要とする建設産業、自動車産業等のサ

プライチェーン再構築を重点的に進めることが賢明とみられている。 

一方で、米中対立が深刻化する前より、欧州諸国では既に中国から欧州域内への生産拠点

の移管が進んでいた。労働関係の EU 専門機関 Eurofound の調査によると、欧州では 2014

年から 2018 年の間に 253 件の国外生産拠点の国内回帰があり、そのうち約半分が労働コス

トの上昇等を理由とする中国からの移転であった。コロナ危機を経て、EUは製薬や自動車等

の戦略分野における「戦略的自立」および EU 域内におけるサプライチェーン強化の必要性

を強調しており、各国・地域レベルにおいても製造業の国内回帰に対する補助金等の積極

的政策支援を行っている。EU による人権・環境保護を目的とするサプライチェーンのデュー

デリジェンス法等の強化も後押しし、欧州企業による生産拠点の「ニアショアリング」の動きは

継続していくとみられる。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 実際は 100社以上のドイツ企業が首相の訪中同行に名乗りを上げたということからも、ドイツ企業の対中ビジネスへの関心の高さを示している 

重要分野におけ

るサプライチェー

ンの多様化ととも

に、「ニアショアリ

ング」の動きは続

く見通し 
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